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私立学校施設整備費補助金に係る交付要綱の改正について 
 

 

 

１．改正を要する交付要綱  

◆私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備（私立高等学校等 

施設高機能化整備費）交付要綱 

 

 

２．改正概要 

１）交付対象の追加 

◆非構造部材の耐震点検のみの追加［附則第５条］ 

２）制度緩和等（令和６年度と同様の措置）の延長 

◆施設環境改善整備事業の延長［附則第３条・第８～10 条］ 

◆高機能化整備事業（教室の情報化に関連した校内ＬＡＮの整備）に係る下限額引 

き下げの延長［附則第４条］ 

区   分  緩和前  緩和後  

高機能化整備事業  
（教室の情報化に関連した校内ＬＡＮの整備）  

1 ,000万円  250万円  

※ただし、上限額は 3,000 万円とする。 

◆耐震診断に要する経費に限定した補助制度の延長［附則第５条］ 

◆安全管理対策（防犯対策）に係る下限額引き下げの延長［附則第６条］ 

区   分  緩和前  緩和後  

安全管理対策（防犯対策） 400万円  100万円  

※ただし、上限額は 2 億円とする。 

◆耐震改築事業の延長［附則第２条・第７条］ 

３）技術的修正 

◆各種様式の変更 

◆その他技術的修正等 

 

 

３．適用日  令和７年４月１日 

参 考 


